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１ 更新の区分 

  狩猟免許の更新は、次に掲げる狩猟免許の種類ごとの適性検査に合格し、かつ、講習を受けた

方に対して行います。 

狩猟免許の種類 使用できる猟具の種類 

網 猟 免 許 網（むそう網、はり網、つき網、なげ網） 

わ な 猟 免 許 わな（くくりわな、はこわな、はこおとし、囲いわな） 

第一種銃猟免許 
銃器（装薬銃（ライフル銃・散弾銃）、空気銃(圧縮ガスを使

用するものを含む。)） 

第二種銃猟免許 空気銃（圧縮ガスを使用するものを含む。） 

 

２ 更新講習の対象者 

神奈川県内に住所を有し、令和３年９月14日で有効期間が満了する狩猟免許を所持する方（狩

猟免状に記載の有効期間が平成33年９月14日までの方）が対象者です。（複数の狩猟免許を所持

している方は、令和３年９月14日で有効期間が満了する狩猟免許とともに、有効期間満了前の他

の狩猟免許も同時に更新申請をすることができます。） 

 

３ 更新講習の期日等 

講習会名 

（定員） 
期日 時間 場所 

第１回 

（360人） 
６月 19日（土） 

午前９時30分から 

午後４時30分まで 

産業貿易センター 

（横浜市中区山下町 2） 

第２回 

（100人） 
６月 23日（水） 

午前10時00分から 

正午まで 

横須賀合同庁舎 

（横須賀市日の出町 2-9-19） 

第３回 

（240人） 
６月 24日（木） 

午前９時30分から 

午前 11時 30分まで 

横浜市技能文化会館 

（横浜市中区万代町 2-4-7） 

第４回 

（100人） 
７月 15日（木） 

午前10時00分から 

正午まで 

横須賀合同庁舎 

（横須賀市日の出町 2-9-19） 

第５回 

（100人） 
７月 16日（金） 

午前10時00分から 

正午まで 

横須賀合同庁舎 

（横須賀市日の出町 2-9-19） 

第６回 

（180人） 
７月 20日（火） 

午前10時30分から 

午後２時 30分まで 

相模原市立あじさい会館 

（相模原市中央区富士見 6-1-20） 

第７回 

（250人） 
８月３日（火） 

午前９時00分から 

午後３時 00分まで 

平塚合同庁舎 

（平塚市西八幡 1-3-1） 

第８回 

（150人） 
８月７日（土） 

午後１時30分から 

午後４時 00分まで 

厚木市文化会館 

（厚木市恩名 1-9-20） 

第９回 

（150人） 
８月 19日（木） 

午後１時30分から 

午後４時 00分まで 

海老名市文化会館 

（海老名市めぐみ町 6-1） 

第 10回 

（200人） 
８月 25日（水） 

午前９時30分から 

午後２時 30分まで 

クアーズテック秦野カルチャー 

ホール（秦野市文化会館） 

（秦野市平沢 82） 

第 11回 

（270人） 
９月３日（金） 

午前９時30分から 

午後３時 30分まで 

小田原合同庁舎 

(小田原市荻窪 350-1) 

第 12回 

（270人） 
９月４日（土） 

午前９時30分から 

午後３時 30分まで 

小田原合同庁舎 

(小田原市荻窪 350-1) 

第 13回 

（270人） 
９月７日（火） 

午前９時30分から 

午後３時 30分まで 

足柄上合同庁舎 

(足柄上郡開成町吉田島 2489-2) 

小田原合同庁舎 

(小田原市荻窪 350-1) 

令和３年度 
狩猟免許更新講習のお知らせ  
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第 14回 

（180人） 
９月 11日（土） 

午前10時30分から 

午後２時 30分まで 

もみじホール城山 

(相模原市緑区久保沢 2-26-2) 

 
※ 密閉・密集・密接の３つの条件が同時に重なることがないよう、受講者毎に開始時間をずら

し、適性検査のみを実施します。 

※ 講習は、事前に配布する紙資料により代替します。 

※ 所要時間は 30分程度ですが、あらかじめ受講者毎に集合時間を指定させていただきます。

集合時間の希望をお聞きすることはできかねますので、１日ご都合の良い日の講習会にお申

し込みください。 

御理解と御協力をお願いいたします。 

 

４ 更新講習の申請（受講の申込み）の受付期間等 

講習会名 受付期間 受付時間 

第１回  

５月24日(月) ～６月４日（金） 

 

 

 

 

 

郵送による受付のみ 

 

※受付期間内必着 

第２回 

第３回 

第４回  

６月18日(金) ～７月１日（木） 

 
第５回 

第６回 

第７回  

７月７日(水) ～７月20日（火） 

 
第８回 

第９回 

第10回 

第11回  

８月６日(金) ～８月20日（金） 

 
第12回 

第13回 

第14回 

※ 会場の都合により、各回に定員を設定しています。各回ごとに先着順で受付を行い、定員に

達した場合、受付期間中であっても受付を終了します。定員に達した場合、他の回への振り

替えを御案内しております。 

 

５ 受付場所 

申請者の住所地を管轄する地域県政総合センター環境部（４ページ10参照） 

（横浜市、川崎市に住所を有する場合は、環境農政局緑政部自然環境保全課） 

 

６ 狩猟免許更新の申請（受講の申込み）手続 

狩猟免許更新の申請をする方は、次の(1)に掲げる書類等を５の受付場所に郵送してください。 

なお、試験日の１週間前までに受講票が届かなければ、申請先に連絡し、状況を確認してくだ

さい。 

※ 掲載当初は窓口申請を受け付ける旨の記載がありましたが、昨今の新型コロナウイルス感染症

拡大防止の観点から、郵送による受付のみに変更させていただきました。すでにご覧になった

方にはお詫びを申し上げます。（令和３年４月30日20時） 

 

 

(1) 必要書類等 

ア 狩猟免許更新申請書 
申請書の太枠以外の欄に必要事項を記入してください。 

※受講を希望する講習会名を必ず記入してください。 

イ 写真  １枚 

アの申請書を受理した後に発行する受講票の作成に使

用します。 

写真は、６ヶ月以内に撮影した無帽、正面向き、上三分

身、背景無地の縦 3.0cm、横 2.4cmのもので、裏面に氏

名及び撮影年月日を記載してください。 
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ウ 猟銃・空気銃所持許可証 

の写し 1部 

※エの医師の診断書（原本）を提出す

る場合は、猟銃・空気銃所持許可証

の写しの提出は不要です。 

猟銃・空気銃所持許可証のうち、申請者の写真が貼付さ

れているページの写しを添付してください。（申請日時

点で有効期限内であることが確認できる部分の写し） 

エ 医師の診断書（原本） １通 

※ウの猟銃・空気銃所持許可証の写し

を提出する場合は、医師の診断書

（原本）の提出は不要です。 

申請者が狩猟免許を受けることができる、次の(ア)、 

(イ)及び (ウ)に該当しないことを確認するためのもの

です。 

申請前３か月以内に診断されたものであること。 

オ 狩猟免状（原本） 
狩猟免状に記載の有効期間が平成 33 年９月 14 日まで

の狩猟免状 

カ 返信用封筒 住所・氏名を記入の上、84円切手を貼付してください。 

 

(ア) 統合失調症、そううつ病（そう病及びうつ病を含む。）、てんかん（発作が再発するおそれ

がないもの、発作が再発しても意識障害がもたらされないもの及び発作が睡眠中に限り再発す

るものを除く。）その他自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従って行動する能力を失

わせ、又は著しく低下させる症状を呈する病気にかかっている方 

(イ) 麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒の方 

(ウ) 自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従って行動する能力がなく又は著しく低い方

（(ア)、(イ)に該当する方を除く。） 

 

（2)手数料 

ア 金  額 狩猟免許更新申請手数料 2,900円 

イ 納付方法 
神奈川県収入証紙を(1)アの申請書に貼って納付してください。 

（証紙には消印をしないでください。） 

※ 原則として、狩猟免許更新申請書を受理した後に、手数料の返還はできません。 

※ 免許の種別ごとに手数料が必要です。二種類の免許を更新する場合の手数料は5,800円、

三種類の試験を併願する場合の手数料は8,700円となります。 

※ 受講日を変更する場合は、申請書を提出した５の受付場所へ連絡してください。 

※ 収入印紙とは異なりますのでお気を付けください。 

 

７ 更新講習の内容 

  狩猟免状は、適性検査に合格した方へ、更新講習当日に受講票と引き換えに会場において交付

します。 

（1）適性検査 

適性検査は、次の表の左欄に掲げる科目について行い、その合格基準は、右欄に掲げるとお

りです。 

科 目 合  格  基  準 

視  力 

ア 網猟免許又はわな猟免許に係る適性検査 

視力（万国式試視力表により検査した視力で、矯正視力を含む。以下同じ。）

が両眼で 0.5 以上であること。ただし、一眼が見えない方については、他眼の

視野が左右 150度以上で、視力が 0.5以上であること。 

イ 第一種銃猟免許又は第二種銃猟免許に係る適性検査 

視力が両眼で 0.7 以上であり、かつ、一眼でそれぞれ 0.3 以上であること。

ただし、一眼の視力が 0.3 に満たない方又は一眼が見えない方については、他

眼の視野が左右 150度以上で、視力が 0.7以上であること。 

聴  力 
10 メートルの距離で、90 デシベルの警音器の音が聞こえる聴力（補聴器によ

り補正された聴力を含む。）を有すること。 
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８ 更新講習当日の携行品 

(1) 受講票（狩猟免許更新の申請の際に受付場所から郵送で交付されたもの） 

  (2) 筆記用具 

 (3) 適性検査の際に眼鏡（コンタクトレンズ含む。）、補聴器又は身体の状態に応じた補     

助器具を使用することにより７(1)の合格基準に達すると思われる場合は、その器具等 

 

９ その他 

(1) 申請の手続き後、氏名又は住所に変更があった場合は、すみやかに５の受付場所へ、受講

番号を明記のうえ、猟銃・空気銃所持許可証の写し、運転免許証の写し、住民票の写し等、

住所地を証する公的な書類等を郵送でご連絡ください。 

※ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送による申請に御協力をお願いします。（狩

猟免状の住所変更を伴う場合を除く。） 

(2) 講習会場へは、公共交通機関を利用してください。 

(3) 発熱や風邪の症状がみられる方は、受講を見合わせてください。 

(4) 海外から帰国後２週間を経過していないなど政府から自宅待機を要請されている方は受講

を見合わせてください。 

(5) 受講する際にはマスクの着用にご協力をお願いします。 

(6) 手指の消毒、咳エチケット、手洗いの励行をお願いします。 
 

10 狩猟免許の更新に関するお問い合わせ先及び受付場所 

機 関 名 所在地・電話番号 管轄住所地 

環境農政局緑政部 

自然環境保全課 野生生物グループ 

〒231－8588 

横浜市中区日本大通１ 

045－210－4319(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ) 

横浜市・川崎市 

横須賀三浦地域県政総合センター 

環境部みどり課 

〒238－0006 

横須賀市日の出町２－９－19 

(横須賀合同庁舎内) 

046－823－0210(代表) 

横須賀市・鎌倉市 

逗子市・三浦市 

葉山町 

県央地域県政総合センター 

環境部環境調整課 

〒243－0004 

厚木市水引２－３－１ 

(厚木合同庁舎内) 

046－224－1111(代表) 

相模原市・厚木市 

大和市・海老名市 

座間市・綾瀬市 

愛川町・清川村 

湘南地域県政総合センター 

環境部環境調整課 

〒254－0073 

平塚市西八幡１－３－１ 

(平塚合同庁舎内) 

0463－22－2711(代表) 

平塚市・藤沢市 

茅ヶ崎市・秦野市 

伊勢原市・寒川町 

大磯町・二宮町 

県西地域県政総合センター 

環境部環境調整課 

〒250－0042 

小田原市荻窪350－１ 

(小田原合同庁舎内) 

0465－32－8000(代表) 

小田原市・南足柄市 

中井町・大井町 
松田町・山北町 

開成町・箱根町 

真鶴町・湯河原町 

○県ホームページ「狩猟免許試験・狩猟免許更新」 

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/t4i/cnt/f986/p889835.html 

運動能力 

狩猟を安全に行うことに支障を及ぼすおそれのある四肢又は体幹の障害がな

いこと。ただし、狩猟を安全に行うことに支障を及ぼすおそれのある四肢又は体

幹の障害がある方については、その方の身体の状態に応じた補助手段を講ずるこ

とにより狩猟を行うことに支障を及ぼすおそれがないと認められるものである

こと。 

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/t4i/cnt/f986/p889835.html

